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はじめに 

 

平成 13 年４月に独立行政法人制度の運用が本格的に開始されてから十数年が

経過し、その間、多様な業務が行われている独立行政法人に対して、多くのル

ールが全法人一律に適用されてきた。主要業務として研究開発に係る事務及び

事業を行う法人（国立研究開発法人）に対しても、必ずしも研究開発の特性等

について十分な配慮がなされてこなかったことから、 

○外形的標準を重視した達成目標の設定、達成度評価が行われ、研究開発成果

に対する専門的な評価、将来性を見通した評価等が適切に実施されないこと 

○急激な国際的な研究開発動向の変化、予測もしなかった研究開発成果の発現

等に対応して、目標、評価基準等を迅速かつ柔軟に見直すことが想定されて

いないこと 

○研究開発に係る事務及び事業に関する事項及び業務運営に関する事項につ

いて、必ずしも全体の整合性が図られないまま詳細な項目にわたり目標等を

定め評価することによる法人の長の業務運営に対するマイクロマネジメン

トが生じ、法人の長の業務運営の裁量が大きく制約されていること 

○研究開発評価システムと独立行政法人評価システムとの関係が適切に整理

されないまま運用が行われ、研究開発の現場に多くの評価関係書類の作成等

の膨大なコスト・負担が発生していること 

等の様々な課題が生じていた。 

 

今般の独立行政法人制度の改正においては、一律・硬直的な運用は見直し、

多種多様な各法人の特性を踏まえた制度・運用とすることが必要であることか

ら、独立行政法人を「中期目標管理法人」、「国立研究開発法人」、「行政執

行法人」の三つに分類し、独立行政法人制度全体としても、政策実施機能の最

大化を図ることにより一層の重点が置かれることとなった。「国立研究開発法

人」については「研究開発成果の最大化」を第一目的とするとともに、目標の

策定及び評価については、総合科学技術・イノベーション会議が研究開発の特

性を踏まえて研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案を作成する

こととされた。また、総務省に独立行政法人評価制度委員会が設置され、独立

行政法人の三つの分類にかかわらず、共通の取扱いとして、主務大臣による目

標案、中長期目標期間の評価結果、中長期目標期間終了時の見直し内容を点検

し、中長期目標期間終了時の見直しに際し、法人の主要な事務・事業の改廃に

ついて、主務大臣に勧告等ができるとされている。 

 

国立研究開発法人がその能力を最大限に発揮し、第一目的である「研究

開発成果の最大化」を実現していくためには、その目標の策定及び評価の

在り方が極めて重要である。国立研究開発法人に対する目標の策定及び評
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価は、研究開発の特性に十分な配慮が必要であるとともに、研究開発に係

る国内外の事情、個別の各国立研究開発法人の使命や業務の特性、期待さ

れている役割、研究開発の現場に与える効果・影響等についても十分に考

慮に入れ、柔軟に最適なものとしていくことが喫緊の重要課題である。 

 

我が国における研究開発に関するスペシャリスト、プロフェッショナル集団

として、大学、民間事業者の研究開発をサポート、リードするとともに、互い

に切磋琢磨しながら連携・協力していくことが期待されている国立研究開発法

人が、自らイニシアティブを発揮し国内外にそのポテンシャルを如何なく発揮

する存在となるかどうかは、まさに国立研究開発法人に対する目標の策定及び

評価の在り方をどのようなものとするかにかかっているといっても過言ではな

い。 

 

総合科学技術・イノベーション会議では、研究開発の特性、国立研究開発法

人を取り巻く国内外の諸事情等を踏まえ、独立行政法人制度における国立研究

開発法人の中長期目標の策定及び評価に関する指針を作成した。国立研究開発

法人においても、研究開発以外の業務が行われている場合があるほか、資産、

人件費、調達、財務、コンプライアンス等のような業務全体に係る横断的なマ

ネジメントが行われているが、国立研究開発法人が法人全体として第一目的で

ある「研究開発成果の最大化」を実現していくためには、単に国立研究開発法

人の研究開発に係る事務及び事業だけを切り出してその部分最適化を図れば解

決されるというわけではなく、国立研究開発法人の業務運営全体を見据えて目

標の策定及び評価の在り方を考える必要があるとの認識の下、本指針に係る検

討を行った。 

 

本指針が、総務大臣が定める独立行政法人の目標の策定及び評価に関する指

針に適切かつ十分に反映されることにより、国立研究開発法人における研究開

発の更なる活性化、そして、「研究開発成果の最大化」に繋がることを期待す

るものである。総合科学技術・イノベーション会議としても、本指針の運用状

況等を踏まえ、本指針の更なる充実、見直し等を今後とも適切に図っていく。

なお、本指針は、基本的には国立研究開発法人を対象として想定しているもの

であるが、中期目標管理法人や行政執行法人の研究開発の事務及び事業に関す

る事項に係る目標の策定及び評価についても、その運用に当たり、準用等を行

うことが可能である。 

 

平成２６年７月１７日 

総合科学技術・イノベーション会議 
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１．国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価に関する指針のポイント 

 

国立研究開発法人が第一目的である「研究開発成果の最大化」を実現してい

くための、国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価に関する指針のポイ

ントは、以下のとおり。 

 

【全体事項】 

①  国立研究開発法人は「研究開発成果の最大化」を第一目的とする法人

であることから、国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価の第

一目的は「研究開発成果の最大化」とする。 

 

②  国立研究開発法人は研究開発に係る事務及び事業を主要な業務とする

法人であることから、「研究開発の特性（長期性、不確実性、予見不

可能性、専門性等）」、「研究開発の多様性」等を踏まえて適切な中

長期目標の策定及び評価を行う。 

 

③  国立研究開発法人は科学技術イノベーション政策等の国の諸政策を踏

まえて研究開発に係る事務及び事業を行う法人であることから、中長

期目標の策定及び評価は、国の諸政策と整合性が確保されたものとす

る。 

 

④  国立研究開発法人が行う研究開発については「国の研究開発評価に関

する大綱的指針」等を踏まえた「研究開発評価」が行われていること

から、中長期目標の策定及び評価は、国の研究開発評価システムとも

整合性が確保されたものとする。 

 

 

【中長期目標の策定】 

⑤  主務大臣は、主として研究開発成果を最大化し、国民に対して説明責

任を果たすという観点から、国の諸政策に関する方針、研究開発の特

性、評価結果等を踏まえ、達成すべき目標、課題の解決などのアウト

カム創出への貢献を目指す目標、ハイリスク・ハイリターンに挑戦す

る目標等の適切な大目標を策定する。 

 

⑥  主務大臣は、中長期目標の策定に際しては、国立研究開発法人と十分

に意思疎通を図り、有識者等（研究開発に関する審議会等）の高い専

門的知見や、多様な経験等を踏まえた客観的な意見を適切に聴取し、

活用する。 
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⑦  国立研究開発法人の長は、主務大臣が提示する中長期目標に対して、

法人としての具体的な戦略、マイルストーン、優先順位等を示した計

画を提示する。 

 

⑧  研究開発に関する審議会は、中長期目標・中長期計画の策定に際して

主務大臣に適切な助言を行うとともに、評価に際しての評価軸（評価

の視点）についても主務大臣、国立研究開発法人の長とともに確認し、

適切な提言を行う。 

 

⑨  主務大臣、国立研究開発法人の長の両者の適切な意思疎通の下にしっ

かりと練り上げた中長期目標・中長期計画を策定する。 

 

⑩  主務大臣は、このような中長期目標・中長期計画の下で行われる具体

的な業務運営の在り方については、国立研究開発法人の長の裁量を十

分に尊重し、国立研究開発法人の長は中長期目標の実現や中長期計画

の実施について責任を果たす。 

 

⑪  中長期目標・中長期計画は、「研究開発成果の最大化」の目的等に照

らし、社会環境や諸事情の変化等があった場合には迅速かつ柔軟に見

直す。 

 

 

【評価】 

⑫ 国立研究開発法人の評価は、「研究開発課題（事業）」については研

究開発評価が行われていることを踏まえ、評価の重点を「法人としての

研究開発成果の最大化に関する評価」、「法人としての適正、効果的か

つ効率的な業務運営に関する評価」とする。（なお、「法人」として評

価するに際しては、個別具体的な事業、取組等についても適切に確認・

評価することは必要。） 

 

⑬ 主務大臣は、目標に準じた大枠単位で、目標策定時に設定した評価軸

（評価の視点）を基本として、質的・量的、経済的・社会的・科学技術 

的、国際的・国内的、短期的・中長期的な観点等を踏まえて総合的に評

価する。 

 

⑭ 主務大臣は、長のマネジメントについて適切に確認・評価する。特に、

期待される成果が乏しい又は見込み難く、その原因として長のマネジメ

4



 
 

ントにも課題があると判断される場合は、長のマネジメントについての

改善策の提出を求め、それでもなお改善が見込み難い場合は、具体的な

指摘、助言、警告等を行う。 

 

⑮ 主務大臣は、国立研究開発法人ごとにあるいは一法人の中でも各々の

研究開発の性格が異なること、研究開発には長期性、不確実性、予見不

可能性、専門性等の特性があること等に鑑み、目標の達成度を評価する

手法、国際的な水準を踏まえ専門的に評価する手法、将来性について先

を見通して評価する手法、アウトカムへの貢献状況について評価する手

法等、最も相応しい評価手法を適切に選択する。 

 

⑯ 主務大臣は、客観的・定量的な評価指標を設定することの研究開発の

現場への影響等についても十分に考慮し、評価・評定の基準として取り

扱う指標（評価指標）と、正確な事実を把握するために必要な指標（モ

ニタリング指標）とを適切に分けて取り扱う。  

 

⑰ 主務大臣は、国立研究開発法人とともに当該国立研究開発法人の「研

究開発成果の最大化」に向けて責任を有する当事者として、業務の実績

についての評価(evaluation)を踏まえて適切に指摘・助言・警告等を行

うとともに、優れた取組・成果等に対する積極的な評価(appreciation)、

将来性について先を見通した評価(assessment)等についても織り込む

など、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に向けて、好循環

の創出を促す（フィードフォワード）評価を行う。 

 

⑱ 評価結果は、「研究開発成果の最大化」、「適正、効果的かつ効率的

な業務運営の確保」に向けた国立研究開発法人の業務運営の改善等のた

めに適切に活用する。 

 

 

【指針の実効性ある運用の確保】 

⑲ 総合科学技術・イノベーション会議は、本指針の策定主体として、指針の運

用状況等を把握し、関係機関等に対して適切に情報共有、助言等を行うこと

を通じて、本指針の実効性ある運用の確保に努める。 
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２．国立研究開発法人の中長期目標の策定について 

 

国立研究開発法人の中長期目標の策定については、以下のことを踏まえ、適

切な運用を図るものとする。 

 

（１） 中長期目標の策定の目的 

国立研究開発法人は「研究開発成果の最大化」を第一目的とする法

人であることから、中長期目標の策定の第一目的は「研究開発成果の

最大化」とする。その上で、 

○国立研究開発法人としての適正、効果的かつ効率的な業務運営

を確保するため 

○主務大臣による次なる中長期目標の策定、長の任命等の判断を

適切に行うため 

○主務大臣及び国立研究開発法人が国民に対してわかりやすく

説明責任を果たすため 

等についても中長期目標の策定の重要な目的であることに十分に留

意する。 

 

（２）中長期目標及び中長期計画の策定等に係る基本プロセス 

①  主務大臣は、中長期目標の策定に際して、国立研究開発法人と十分

に意思疎通を図り、有識者等（研究開発に関する審議会等）の高い

専門的知見や、多様な経験等を踏まえた客観的な意見を適切に聴取

し、活用するとともに、評価軸（評価の視点）を適切に設定する。 

 

②  国立研究開発法人の長は、主務大臣が提示する中長期目標に対し

て、法人としての具体的な戦略、マイルストーン、優先順位等を示

した計画を提示する。 

 

③  研究開発に関する審議会は、中長期目標・中長期計画の策定に際し

て主務大臣に適切な助言を行うとともに、評価に際しての評価軸

（評価の視点）についても主務大臣、国立研究開発法人の長ととも

に確認し、適切な提言を行う。 

 

④  主務大臣、国立研究開発法人の長の両者の適切な意思疎通の下にし

っかりと練り上げた中長期目標・中長期計画を策定する。 

 

⑤  主務大臣は、このような中長期目標・中長期計画の下で行われる具

体的な業務運営の在り方については、国立研究開発法人の長の裁量
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を十分に尊重し、国立研究開発法人の長は中長期目標の実現や中長

期計画の実施について責任を果たす。 

 

⑥  中長期目標・中長期計画は、「研究開発成果の最大化」の目的等に

照らし、社会環境や諸事情の変化等があった場合には迅速かつ柔軟

に見直す。 

 

（３）中長期目標全体の整合性 

「研究開発成果の最大化」の第一目的を踏まえ、「研究開発の成果

の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」として設定した目標

と、「業務運営の効率化に関する事項」、「財務内容の改善に関する

事項」、「その他業務運営に関する事項」として設定した目標とが互

いに矛盾することのないよう、中長期目標全体としての整合性がとれ

たものとなるよう十分留意する。 

 

（４） 前文 

中長期目標の期間における法人の役割（ミッション）等を明確に記

載する。 

 

（５） 中長期目標の期間 

中長期目標が適用される期間を記載する。 

 

（６） 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

①  目標の策定の基本的枠組み 

主務大臣は、主として研究開発成果を最大化し、国民に対して説明責任

を果たすという観点から、当該国立研究開発法人の使命、業務、国民・社

会から期待されている役割、国の諸政策に関する方針、研究開発の特性・

多様性、評価結果等を踏まえて適切な目標を策定する。また、目標が研究

開発の現場へ与える効果・影響等についても十分に考慮し、達成すべきこ

とを前提とした目標、課題の解決などのアウトカム創出への貢献を目指す

目標、ハイリスク・ハイリターンに挑戦するような目標等、研究開発成果

の最大化に向けて適切な大目標を策定する。（目標の具体例は「《別添１》

国立研究開発法人の中長期目標（例）」参照） 

なお、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」とは、国民の生活、

経済、文化の健全な発展その他の公益に資する研究開発成果の創出を国全

体として「最大化」することであり、これは、個々の研究開発課題（事業）

等を個別に「最適化」しそれを積み上げることによって確保されるという

よりもむしろ、当該国立研究開発法人がマネジメント力を最大限に発揮す
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ることにより、優れた人材の確保・育成を図り、適切な資源配分を実施し、

事業間の連携・融合を促し、研究者の能力を最大限引き出す研究開発環境

を整備し、大学・民間企業等の他機関と連携・協力していくこと等を通じ

て、法人全体として最大の成果を創出することによって確保されるもので

ある。また、「研究開発成果の最大化」とは、国立研究開発法人が自ら実

施する研究開発により創出された直接的な成果のみならず、当該国立研究

開発法人の使命、業務等に応じて、革新的技術シーズを事業化へ繋ぐ応用

研究や成果の実用化などの橋渡し、ベンチャー・中小・中堅企業等の育成

と活用促進、研究開発に係る人材の養成、多様な人材の活用促進、科学技

術理解増進、科学技術情報の収集・提供・分析・戦略策定、施設・設備の

整備・共用促進、行政への技術的支援、他機関との連携・協力等を通じて、

大学、民間事業者等他機関の研究開発成果も含めた我が国全体としての研

究開発成果を最大化することであると解することが適当である。これらの

ことにも留意し、適切なまとまりの目標とすることが重要である。 

 

② 目標の達成時期 

開発に関する目標のように具体的な開発時期を設定することが適切な場

合はこれを明確化することに努める一方で、長期性、不確実性等といった

研究開発の特性に鑑み、また、研究開発については成果が創出されてから

相当期間経過後にアウトカムへの貢献や実現につながることが一般的であ

ることを踏まえ、中長期目標期間を超えた時間軸を視野に入れることにつ

いても適切に配慮する。 

 

③ 評価軸の設定 

主務大臣は、中長期目標・中長期計画の策定時に、各国立研究開発

法人の使命、個別目標等に応じ、国立研究開発法人、研究開発に関す

る審議会の意見等を踏まえて適切な評価軸（評価の視点）を設定する。

（評価軸の具体例は「《別添２》国立研究開発法人の評価軸（評価の

視点）（例）」参照。） 

その際、各目標等について考えられる評価軸を網羅的に挙げてそれ

らを全て評価軸として設定するのではなく、むしろ、それぞれの研究

開発段階、研究開発方法等を踏まえて、評価軸の重み付けを行い、評

価すべきことをしっかりと評価することを重視して厳選した評価軸

を設定することなどにも留意することが重要である。 

また、評価軸は、科学技術イノベーション政策等国の諸政策の推進

の観点とも適切に整合性が図られたものとすることに留意する。 
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④ その他の留意事項 

（ａ）国立研究開発法人の目標は、国民にとってもわかりやすく、できる

限り具体的で明確なものとすることに努める。他方、主務大臣は、具

体性を追求し過ぎるとアウトプットを中心とした多数の小目標の設定

につながる可能性があること、客観性を追求しすぎると「研究開発成

果の最大化」に向けての目標としての実質性が損なわれる可能性があ

ること等にも留意して、適切な目標を策定する。 

 

（ｂ）論文発表数、論文被引用度、特許出願件数等は、研究開発に係る事

務及び事業に関する客観的・定量的な目標や測定可能な評価指標とな

り得るものであるが、国立研究開発法人として安易にこれらの数値を

上げること自体が目的化することは必ずしも適当ではない。また、こ

れらの定量的な目標や測定可能な評価指標を設定することにより、近

視眼的、断片的な研究開発を助長することへの影響等についても十分

に留意する必要がある。 

そのため、主務大臣は、中長期目標の策定に際し、定量的な目標や

測定可能な指標を設定する場合には、研究開発の現場への影響等につ

いても十分考慮し、評価・評定の基準として取り扱う定量的な目標・

指標（評価指標）と、正確な事実を把握するために必要な指標（モニ

タリング指標）とを適切に分けて取り扱う。 

なお、革新的技術シーズを事業化へ繋ぐ応用研究や成果の実用化な

どの橋渡しに係る評価指標・モニタリング指標としては、民間企業等

からの資金獲得や人材の流動化の状況、提供されたサービスの質など、

その役割に照らして実効的なものを設定することが適切である。 

 

（ｃ）国立研究開発法人の研究開発に係る事務及び事業は、分野、段階、

手法、目的、形態等が多種多様であるため相対的な重要度、優先度、

難易度を判断することは一般的には困難な場合が多いことや、科学技

術の進展や社会経済情勢の変化に応じて重要度等も常に変化するもの

であること等も踏まえ、重要度等の設定を行う場合は、適時・適切な

形で行う。 

 

（７）業務運営の効率化に関する事項 

業務運営の効率化に関する事項には、組織・業務の見直しや閣議決

定等の政府方針を踏まえ、法人の業務運営において特に効率化を進め

る必要があるものについて適切に目標を設定する。ただし、業務運営

の効率化が、研究開発の質、スピード等へ影響を与える可能性がある

ため、効率化の具体的な手法や仕上がりに関する目標を設定する場合
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には、当該目標を、「研究開発成果の最大化」と整合したものとする

ことが必要である。また、中長期目標の期間中に業務の改廃や増減が

あった場合には、本事項に適切に反映する。 

 

（８）財務内容の改善に関する事項 

財務内容の改善に関する事項には、組織・業務の見直しや閣議決定

等の政府方針を踏まえ、バランスシートの健全性の向上、収支構造の

改善、累積欠損金の計画的解消、欠損、債務超過、過大な不良債権や

運営費交付金残高等の解消等について適切に目標を設定する。その

際、財務内容の改善に関する運用が、研究開発の質、スピード等へ影

響を与える可能性があるため、財務内容の改善の具体的な手法や仕上

がりに関する目標を設定する場合には、国立研究開発法人が「研究開

発成果の最大化」を目指しつつ財務内容を改善していくための現場の

創意工夫等を発揮することができるよう、十分に配慮する。 

 

（９）その他業務運営に関する事項 

その他業務運営に関する重要事項には、組織・業務の見直しや閣議

決定等の政府方針を踏まえ、法人の業務運営や信頼性の確保に大きな

影響を及ぼすと考えられる、内部統制、コンプライアンス、情報公開、

情報セキュリティ、個人情報保護、組織・人事管理、保有資産管理、

安全管理、環境保全・災害対策、危機管理、関連法人との関係等につ

いて、その特性に応じた目標を設定する。その際、業務運営に係る手

法や仕上がりに関する目標を設定する場合には、国立研究開発法人が

「研究開発成果の最大化」を目指しつつ適切な業務運営を行うための

現場の創意工夫等を発揮することができるよう、十分に配慮する。 

また、研究不正対応は、国立研究開発法人においても研究開発活動

の信頼性の確保、科学技術の健全な発展等の観点からも極めて重要な

課題であるため、研究不正に適切に対応するため、組織として研究不

正を事前に防止する取組を強化するとともに、管理責任を明確化する

ことなどについて、適切な形で目標を設定する。 

 

（１０）中長期計画、年度計画との関係 

主務大臣と国立研究開発法人が十分に意思疎通を図り、主務大臣が

提示する各中長期目標の各項目について具体的な内容を盛り込んだ

中長期計画及び年度計画を作成する。国立研究開発法人が中長期目標

を実現するために中長期計画及び年度計画で定めるべき具体的手法

等の内容については、国立研究開発法人の自主性・自律性を尊重し、

中長期目標がこれを拘束することのないように留意する。 
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（１１）研究開発に関する審議会 

研究開発に関する審議会は、研究開発の専門性等に鑑み国立研究開

発法人のカテゴリーだけに制度的にも明確に位置付けられている審

議会であり、主務大臣が国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評

価をするに際して重要な役割を果たすことが期待されている。そのた

め、研究開発に関する審議会の委員構成は、高度な知識及び経験を有

する者からなる、専門性と多様性の双方を重視したものとする。主務

大臣及び国立研究開発法人が中長期目標・中長期計画を策定するに際

して、社会のニーズに配慮し、国内外の幅広く高い識見を踏まえてし

っかりと練り上げられたものとするために、第三者の立場から、社会

的な見識、科学的知見、国際的水準等に即して適切な助言を行うとと

もに、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」等を評価するた

めの評価軸（評価の視点）についても、主務大臣、国立研究開発法人

の長とともに確認し、適切な提言を行う。 

 

（１２）独立行政法人評価制度委員会 

総務省に設置される独立行政法人評価制度委員会は、独立行政法人

制度に係る横断的な見地から、国立研究開発法人の業務が適正、効果

的かつ効率的に行われるために適切な目標となっているかを点検す

る。その際、研究開発の特性等をはじめとする国立研究開発法人の事

務及び事業の特性、国立研究開発法人の業務運営に係る自主性、総合

科学技術・イノベーション会議が作成する国立研究開発法人の中長期

目標の策定及び評価に関する指針の考え方・基本的枠組み等に十分配

慮する。 
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３．国立研究開発法人の評価について 

 

国立研究開発法人の評価については、以下のことを踏まえ、適切な運用を図

るものとする。 

 

（１） 国立研究開発法人の評価の第一目的 

国立研究開発法人は「研究開発成果の最大化」を第一目的とする法

人であることから、国立研究開発法人の評価の第一目的は「研究開発

成果の最大化」とする。その上で、 

○国立研究開発法人としての適正、効果的かつ効率的な業務運営

を確保するため 

○主務大臣による次なる中長期目標の策定、長の任命等の判断を

適切に行うため 

○主務大臣及び国立研究開発法人が国民に対してわかりやすく

説明責任を果たすため 

等についても評価の重要な目的であることに十分に留意する。 

 

（２）法人評価の重点 

国立研究開発法人で実施されている「研究開発課題（事業）」につ

いては、各国立研究開発法人においても、また、重要度等に応じて国

の関与の下でも、高度な専門的知見・経験等を踏まえた研究開発評価

が行われている。このことを踏まえ、国立研究開発法人の評価におい

ては、「研究開発課題（事業）」の単位で重ねて評価するのではなく、

評価の重点を「法人としての研究開発成果の最大化に関する評価」、

「法人としての適正、効果的かつ効率的な業務運営に関する評価」と

する。（なお、「法人」として評価するに際しては、個別具体的な事

業、取組等についても適切に確認・評価することは必要。） 

 

（３）研究開発成果の最大化に関する評価 

① 評価の基本的枠組み 

国立研究開発法人の第一目的である「研究開発成果の最大化」は、国

民の生活、経済、文化の健全な発展その他の公益に資する研究開発成果

の創出を国全体として「最大化」することであり、個々の研究開発課題

（事業）等を個別に「最適化」しそれを積み上げることによって確保さ

れるのではなく、当該国立研究開発法人がマネジメント力を最大限に発

揮することにより、優れた人材の確保・育成を図り、適切な資源配分を

実施し、事業間の連携・融合を促し、研究者の能力を最大限引き出す研

究開発環境を整備し、大学・民間企業等の他機関と連携・協力していく
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こと等を通じて、法人全体として最大の成果を創出することによって確

保されるものである。 

そのため、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」の第一目的

のためには、小さな課題・事業単位毎に個別に設定した客観的・定量的

な目標や基準によって外形的に評価したものを積み上げていくような評

価とするのではなく、目標に準じた大枠単位で、当該国立研究開発法人

の使命、個別目標等に応じて設定された適切な諸評価軸を用いて、質的・

量的、経済的・社会的・科学技術的、国際的・国内的、短期的・中長期

的な観点等から総合的に評価していくことが重要である。 

また、主務大臣は、国立研究開発法人とともに当該国立研究開発

法人の「研究開発成果の最大化」に向けて責任を有する当事者とし

て、業務の実績についての評価(evaluation)を踏まえて適切に指

摘・助言・警告等を行うとともに、優れた取組・成果等に対する積

極的な評価(appreciation)、将来性について先を見通した評価

(assessment)等についても織り込むなど、国立研究開発法人の「研

究開発成果の最大化」に向けて、好循環の創出を促す（フィードフ

ォワード）評価を行う。 

なお、国立研究開発法人も公費を基盤として活動する主体である

ことを踏まえ、適正、効果的かつ効率的な業務運営の確保の観点か

ら適切に評価を行い、国民への説明責任を果たしていくことが重要

である。 

 

② 長のマネジメントの評価 

主務大臣は、長のマネジメントについて適切に確認・評価する。

その際、長のマネジメントの研究開発面・経営面双方についてのサ

ポート体制についても確認する。特に、期待される成果が乏しい又

は見込み難く、その原因として長のマネジメントにも課題があると

判断される場合は、長のマネジメントについての改善策の提出を求

め、それでもなお改善が見込み難い場合は、具体的な指摘、助言、

警告等を行う。 

 

③ 評価の手法 

主務大臣は、国立研究開発法人ごとにあるいは一法人の中でも

各々の研究開発の性格が異なること、研究開発には長期性、不確実

性、予見不可能性、専門性等の特性があること等に鑑み、目標の達

成度を評価する手法、国際的な水準を踏まえ専門的に評価する手法、

将来性について先を見通して評価する手法、アウトカムへの貢献状

況について評価する手法、橋渡し研究について受託研究等企業から
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の資金受入れを含めて評価する手法、ベンチャー･中小･中堅企業等

の育成･活用を評価する手法等、最も相応しい評価手法を適切に選択

する。 

 

④ 評価軸（評価の視点） 

主務大臣は、中長期目標・中長期計画の策定時に、各国立研究開

発法人の使命、個別目標等に応じ、国立研究開発法人、研究開発に

関する審議会の意見等を踏まえて設定した評価軸（評価の視点）を

基本として評価を行う。（評価軸の具体例は「《別添２》国立研究

開発法人の評価軸（評価の視点）（例）」参照。）ただし、国立研

究開発法人における研究開発に係る事務及び事業は、諸事情の変化

に応じて迅速かつ柔軟に対応していく動的なシステムの中で捉え

ていく必要があるため、評価軸についても諸事情の変化等を踏まえ

適切かつ柔軟に見直す。 

また、評価軸は、科学技術イノベーション政策等国の諸政策の推

進の観点とも適切に整合性が図られたものとすることに留意する。 

 

⑤ 評価の基準・指標 

主務大臣は、客観的・定量的な評価指標を設定することの研究開

発の現場への影響等についても十分に考慮し、評価・評定の基準と

して取り扱う指標（評価指標）と、正確な事実を把握するために必

要な指標（モニタリング指標）とを適切に分けて取り扱う。 

 

⑥ 競争的研究資金等の外部資金による事業等の評価に係る留意点 

競争的研究資金制度、民間企業等からの委託研究等の運営費交付

金以外の外部資金による事業等は、必ずしも事前に獲得が予見でき

るものではないこと、通常法人評価とは別に評価が行われているこ

となどを踏まえ、評価の不合理な重複を回避するとともに、外部資

金による事業等に係る取組、成果等についても適切に評価に加味す

るなど、運営費交付金関係事業等に対する評価とは異なる適切な取

扱いとすることに留意する。 

 

（４）研究不正の防止に係る評価 

当該国立研究開発法人における研究不正に対応するための規程や

組織としての責任体制の整備及び運用状況を確認していくこと等を

通じて、国立研究開発法人が法人（研究開発機関）として、研究不正

を事前に防止する取組を強化するとともに、組織としての責任体制を

確立し、管理責任の明確化を図り、研究不正が発生した場合に厳正に
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対応する等の取組に資するような評価を行う。 

 

（５）法人に共通的なマネジメントに係る評価の視点 

公費を基盤として活動する法人として共通的なマネジメント（政府

方針、財務状況、保有資産の管理・運用、関連法人等）に係る評価に

ついては、中期目標管理法人に対して示されているものと同様の評価

の視点を踏まえて評価することを基本とする。 

ただし、例えば知的財産の管理、給与水準、人件費、契約、運営費

交付金債務に係る事項等、「研究開発成果の最大化」とも関連する事

項については、研究開発の特性、各国立研究開発法人の使命、業務の

特性等を踏まえて別途適切な評価の視点を設定するなど、第一目的で

ある「研究開発成果の最大化」を十分に考慮に入れて評価を行う。 

 

（６）評価結果の活用等 

国立研究開発法人は、評価結果を、「研究開発成果の最大化」、「適

正、効果的かつ効率的な業務運営の確保」に向けて、業務運営の改善

等のために適切に活用する。 

主務大臣は、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」、「適

正、効果的かつ効率的な業務運営の確保」等につなげるために、評価

結果を、次なる目標の策定、長の任命等に適切に活用する。 

また、主務大臣及び国立研究開発法人は、国民に対してわかりやす

く説明責任を果たすため、評価結果を適切に活用し、積極的な公表に

努める。 

 

（７）評価書の様式 

国立研究開発法人についての評価書の様式は、中期目標管理法人で

用いる様式との整合性を図りつつ本指針の内容を適切に踏まえたも

のとし、別添３のようなものを参考例とする。評価書は国民に対し業

務の実績等とその評価を説明する重要な書類であることを踏まえ、簡

潔かつ明瞭なわかりやすいものとすることに努める。 

 

（８）国立研究開発法人による自己評価 

国立研究開発法人による評価においても、質の高い自己評価を基盤

として、それを適切に活用して評価することが望ましい。そのため、

国立研究開発法人が自己評価書を作成するに当たっては、客観的で信

憑（しんぴょう）性の高いものとすることに十分留意するとともに、

既に実施した外部評価結果等を適切に活用する。自己評価において業

務運営上の課題を検出した場合には、具体的な改善方策などについて
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も記入する。 

 

（９）主務大臣による評価の体制 

主務大臣による国立研究開発法人の評価の体制については、評価の

客観性・中立性の観点からは、法人所管部署とは独立した評価担当部

署が評価実施主体となることが望ましいと言える一方で、責任ある評

価の実施の観点からは、当該国立研究開発法人の役割、事業内容等に

精通している法人所管部署が責任を持って評価実施主体となり、評価

内容に対する説明責任、評価の結果を踏まえて講ずる措置が関連する

政策に与える影響等に対する責任を含めて、所管する国立研究開発法

人の「研究開発成果の最大化」の目的に対して一貫して責任を持つこ

とも重要である。主務大臣による国立研究開発法人の評価の体制は、

これらのこと等を踏まえて適切なものとする。 

 

（１０）年度評価 

年度評価は、各事業年度における業務の実績等について、国立研究

開発法人による自己評価の結果を踏まえ、国立研究開発法人の業務の

実施状況の調査及び分析を踏まえて評価を行う。その際、国立研究開

発法人から質の高い自己評価書が提出され、かつ、それについて十分

な説明責任が果たされている場合は、当該自己評価書とは別に一から

主務大臣としての独自の評価をやり直す（そのために改めて国立研究

開発法人に膨大な資料の提出等を求める）のではなく、自己評価書を

最大限活用し、当該自己評価書の正当性の観点から確認することや、

国内外の有識者、専門家等から当該自己評価書についての意見、助言

等を聴取すること等を通じて、適切かつ合理的に評価を行う。 

年度評価は、中長期目標・計画の実施状況を確認しつつ、中長期目

標の策定時に設定した評価軸等に留意して行う。ただし、研究開発に

係る事務及び事業は、着実に実施していくことが期待される定常的・

定型的業務とは異なり、長期性、不確実性、予見不可能性、専門性等

といった「研究開発の特性」を有する創造的な業務であることを踏ま

え、必ずしも時間に応じて直線的な事務及び事業の進捗、成果の創出

等が期待できない場合が多いこと等についても十分配慮して評価を

行う。 

また、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に向けて、具

体的な事実を根拠とした指摘・助言・警告、優れた取組・成果等に対

する積極的な評価、成果の増減の背景事情を踏まえた評価、将来に対

する期待等についても織り込んだ、好循環の創出を促す（フィードフ

ォワード）評価を行う。 
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（１１）中長期目標期間評価 

① 見込評価 

中長期目標期間終了時の直前の年度及び中長期目標期間終了時に見込

まれる業務の実績等に係る自己評価の結果、各国立研究開発法人が個別

に実施している外部評価の結果等を踏まえ、国立研究開発法人の中長期

目標期間全体について総合的に評価する。 

評価に際しての基本事項は年度評価と同様であるが、中長期目標期間

の終了時の検討にも資するものとなるように留意する。 

 

② 中長期目標期間実績評価 

中長期目標期間終了時において、中長期目標期間全体の業務の実績等

に係る自己評価の結果、各国立研究開発法人が個別に実施している外部

評価の結果等を踏まえ、国立研究開発法人の中長期目標期間全体につい

て総合的に評価する。 

評価に際しての基本事項は年度評価と同様であるが、評価の結果は、

必要に応じて次期中長期目標の修正を含めた、以降の業務運営の改善等

に活用する。 

 

③ 中長期目標期間中間評価 

独立行政法人通則法第 35 条の６第２項に定める、中長期目標期間の途

中において通則法第 21 条の２第１項但し書きで定める法人の長の任期が

終了する場合の、当該任期の末日を含む事業年度末までの期間における

業務の実績の評価については、基本的に中長期目標期間実績評価に準じ

た運用とする。 

 

（１２）評定 

評定は、主務大臣が定める中長期目標に準じた大枠単位毎を基本と

して行うほか、目標間の関係、重要度等についても適切に勘案しなが

ら、国立研究開発法人の業務全体に係る総合評定を行う。 

自己評価、年度評価、中長期目標期間評価等において、以下の評定

区分を基本として評定を行う。 

評価に関する記述の中で、その評定に至った根拠、理由等をわかり

やすく記述するとともに、必要に応じ、国立研究開発法人の業務運営

の改善等に資する助言等についても付言する。 

 

Ｓ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活

動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結
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果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」

に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等

が認められる。 

Ａ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活

動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結

果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」

に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ

る。 

Ｂ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活

動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結

果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活

動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結

果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運

営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活

動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結

果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運

営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 

 

（１３）研究開発に関する審議会 

研究開発に関する審議会は、研究開発の専門性等に鑑み国立研究開

発法人のカテゴリーだけに制度的にも明確に位置付けられている審

議会であり、主務大臣が国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評

価をするに際して重要な役割を果たすことが期待されている。そのた

め、研究開発に関する審議会の委員構成は、高度な知識及び経験を有

する者からなる、専門性と多様性の双方を重視したものとする。主務

大臣が国立研究開発法人から提出された自己評価書を基に、年度評

価、見込評価、中長期目標期間実績評価、中長期目標期間中間評価、

中長期目標の期間の終了時の検討を行うに際して、第三者の立場か

ら、社会的見識、科学的知見、国際的水準等に即して適切な助言を行

う。その際、中長期目標・中長期計画の策定時に主務大臣、国立研究

開発法人の長とともに確認した評価軸（評価の視点）等を活用しなが

ら、自己評価書の正当性・妥当性、長のマネジメントの在り方等につ

いても確認し、国立研究開発法人の研究開発成果の最大化や、適正、

効果的かつ効率的な業務運営の確保に向けた運営改善につながる提

言を行う。 
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また、国立研究開発法人の中長期目標の策定、評価に関して密接不

可分な事項（制度運用に関するものなど）についても検討するなど、

国立研究開発法人の機能強化に向けて積極的に貢献する。 

なお、複数の府省等が共管している国立研究開発法人については、

法人全体の業務を所管する府省の研究開発に関する審議会が中心と

なって審議を行うなど、国立研究開発法人の評価に係る負担が過大な

ものとならないよう合理的な運用が図られることが必要である。 

 

（１４）独立行政法人評価制度委員会 

総務省に設置される独立行政法人評価制度委員会は、独立行政法人

制度に係る横断的な見地から、国立研究開発法人の業務が適正、効果

的かつ効率的に行われているかを点検する。その際、研究開発の特性

等をはじめとする国立研究開発法人の事務及び事業の特性、国立研究

開発法人の業務運営に係る自主性、総合科学技術・イノベーション会

議が作成する国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価に関す

る指針の考え方・基本的枠組み等に十分配慮する。 
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４．本指針の実効性ある運用の確保に向けて 

 

本指針を踏まえた国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価に係

る実効性ある運用を確保し、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」

につなげていくためには、関係府省、国立研究開発法人、研究開発に関す

る審議会、総務省独立行政法人評価制度委員会等が、本指針の趣旨を踏ま

えて適切にその役割を果たしていくことが重要である。 

 

総合科学技術・イノベーション会議は、本指針の策定主体として、各府

省の研究開発に関する審議会の活動とも連携を図るなど指針の運用状況

等を把握し、関係機関等に対して適切に情報共有、助言等を行うことを通

じて、本指針の実効性ある運用の確保に努める。また、本指針の運用状況、

諸事情の変化等を踏まえ、本指針の更なる充実、見直し等を適切に図る。 

 

加えて、総合科学技術・イノベーション会議は、我が国の科学技術イノ

ベーション政策の司令塔として府省横断的な我が国全体の見地から国立

研究開発法人の「研究開発成果の最大化」を図ることに貢献していくこと

が期待されており、国立研究開発法人の目標の策定及び評価の過程で明ら

かになった、我が国全体の科学技術イノベーション政策との整合性に係る

課題、国立研究開発法人の府省横断的な連携等に係る課題等についても、

適切に必要な役割を果たす。 

 

なお、当面の本指針を踏まえた中長期目標の策定及び評価に係る運用に

ついては、既に策定された中期目標・中期計画に係る運用の継続性等も考

慮に入れて、適切な形で順次採り入れられていくことが望ましい。 
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【参考１】 

 

「研究開発成果の最大化」について 

 

国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」とは、国民の生活、経済、文

化の健全な発展その他の公益に資する研究開発成果の創出を国全体として「最

大化」することである。 

 

「研究開発成果の最大化」は、国立研究開発法人が自ら実施する研究開発に

より創出された直接的な成果のみならず、当該国立研究開発法人の使命、業務

等に応じて、革新的技術シーズを事業化へ繋ぐ応用研究や成果の実用化などの

橋渡し、ベンチャー・中小・中堅企業等の育成と活用促進、研究開発に係る人

材の養成、多様な人材の活用促進、科学技術理解増進、科学技術情報の収集・

提供・分析・戦略策定、施設・設備の整備・共用促進、行政への技術的支援、

他機関との連携・協力等を通じて、大学、民間事業者等他機関の研究開発成果

も含めた我が国全体としての研究開発成果を最大化することであると解するこ

とが適当である。 

 

国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」は、ミクロの事業等を個別に

「最適化」しそれを積み上げることによって確保されるのではなく、当該国立

研究開発法人がマネジメント力を最大限に発揮することにより、優れた人材の

確保・育成を図り、適切な資源配分を実施し、事業間の連携・融合を促し、研

究者の能力を最大限引き出す研究開発環境を整備し、大学・民間企業等の他機

関と連携・協力していくこと等を通じて、法人全体として最大の成果を創出す

ることによって確保されるものである。 

 

また、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」は、個別に設定された

客観的・定量的な目標や基準のみによって外形的に決められるものではなく、

当該国立研究開発法人全体の目的、国・社会から期待されている役割等に照ら

して、質的・量的、経済的・社会的・科学技術的、国際的・国内的、短期的・

中長期的な観点等を踏まえて総合的に評価・判断されるものである。 
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【参考２】 

 

「研究開発の多様性」について 

 

研究開発には、 

・新たな知の創造・発見につながるような基礎的・探究的な研究、 

・具体的な応用まで明確に特定されなくとも、研究開発の進展や技術の確

立に向けて重要な役割を果たすことが期待される基盤的な研究、 

・課題解決に向けての社会からのニーズ等を踏まえて、求められる成果の

方向性を具体的に想定しながら行われる応用的な研究（橋渡し研究等） 

・具体的な技術仕様・目標を明確に設定し、その実現を目指していくよう

な開発 

等様々な段階の研究開発がある。 

 

また、これらの研究開発においても、例えば、 

・個々の研究者の内在的動機に基づき、自己責任の下で進められ、真理の

探究や課題解決とともに新しい課題の発見が重視される学術的な研究、 

・政府が設定する目標や分野に基づき、選択と集中の理念と立案者（政府）

と実行者（研究者）の協同による目標管理の下で進められ、課題解決、

課題に対する貢献が重視される戦略的な研究開発 

・政府、民間事業者等からの要請に基づき、定められた研究目的や研究内

容の下で、社会的実践効果の確保のために進められる要請的な研究開発 

等のような、様々な方法による研究開発がある。 

 

このように、国立研究開発法人が行う研究開発も様々なものが存在し、また、

目標の中にもこのような多様な研究開発が混在している場合が想定されるた

め、目標設定に際しても、研究開発の性格等に応じて、 

・課題の解決などアウトカム創出への貢献を目指す目標、 

・達成すべき具体的、客観的な仕様を明確に示す開発的な目標 

・ハイリスクだがハイリターンが期待される研究開発に係る挑戦的な目標 

・新たな領域開拓など目指すべき方向性を示すような目標 

・橋渡し研究について受託研究等企業からの資金受入れを示す目標 

等とするなど、当該国立研究開発法人が期待されている「研究開発成果の最大

化」に向けて適切な目標を設定し評価することが重要である。 
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【参考３】 

 

研究開発活動の「アウトプット・アウトカム」について 

 

研究開発活動のアウトプット（成果物）とは、例えば、投稿された学術論文、

特許出願された発明、提出された規格原案、作成された設計図、開発されたプ

ロトタイプなどを指す。 

 

研究開発活動のアウトカムとは、研究開発活動自体やその成果物（アウトプ

ット）によって、その受け手に、研究開発活動実施者が意図する範囲でもたら

される効果・効用を指す。例えば、科学コミュニティに生じる価値の内容、製

品やサービスなどに係る社会・経済的に生み出される価値の内容などがある。 

 

国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」は、国や社会に対する効果（ア

ウトカム）の観点を十分踏まえて判断する必要があるため、国立研究開発法人に

対して主務大臣が提示する目標は、できる限りアウトカムと関連させた目標とす

ることが適当である。 

 

他方、公表された論文や取得された特許権に代表される研究開発に係る「ア

ウトプット」は、国立研究開発法人としてマネジメントすることが可能なもの

であるが、研究開発活動の「アウトカム」は、研究開発活動自体やその成果物

（アウトプット）によってその受け手に研究開発活動実施者が意図する範囲で

もたらされる効果・効用のことであるため、アウトカムが生じるかどうかは、

受け手や研究開発成果を受け手に繋ぐ者の状況等に依存する部分が大きく、国

立研究開発法人は提示されたアウトカム目標を自らのマネジメントだけで実

現・達成することは事実上困難である。 

 

そのため、アウトカム目標を国立研究開発法人自らのマネジメントにより「達

成すべき目標」として提示することは困難な場合も多く、むしろ、国や社会が

期待するアウトカムに対して当該国立研究開発法人がどのような方向性を目指

し、寄与・貢献していくべきかというような観点から目標を設定することが適

切である。 

 

国立研究開発法人は、このような国・社会から期待されるアウトカム目標に

向けて、当該国立研究開発法人が持続可能な運営状況の下で総体としてどれだ

け貢献することができたか、について「最大化」することが本質的に重要であ

ることから、定量的な観点及び定性的な観点の双方を適切に勘案し、国立研究

開発法人の評価に際しては、当該国立研究開発法人の目的・業務、国・社会か
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ら期待されている役割等に照らして、質的・量的、経済的・社会的・科学技術

的、国際的・国内的、短期的・中長期的な観点等を踏まえて総合的に評価する。

その際、アウトカムが生じるまでには相当の時間を要することが一般的である

ため、過去の業績・成果の評価のほか、将来性について先を見通して評価する

ことも重要である。 
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